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※学校数は、各課程を設置する学校の延数である。 複数課程を設置する学校があるため、学校数の合計は各課程の学校数の合計にはならない。
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資格認定者修　業　年　限入　学　資　格資　格　名関　連　分　野
国土交通大臣1年以上高　　卒測量士補工　　業

都道府県知事
2年以上高　　卒栄養士

衛　　生
1年以上中　　卒調理師

厚生労働大臣2年以上高　　卒保育士
教育・社会福祉 都道府県教育委員会2年以上高　　卒幼稚園教諭（2種）

厚生労働大臣2年以上高　　卒介護福祉士

資格認定者実　務　年　数修　業　年　限入　学　資　格資　格　名関　連　分　野
国土交通大臣2年以上1年以上高　　卒測量士

工　　業
経済産業大臣

5年以上2年以上高　　卒第2種電気主任技術者
2年以上2年以上高　　卒第3種電気主任技術者

資格認定者修　業　年　限入　学　資　格資　格　名関　連　分　野

都道府県知事2年以上高　　卒建築士（2級・木造）

工　　業
国土交通大臣

1　　年中　　卒自動車整備士（3級）

2年以上高　　卒自動車整備士（2級）

2年以上2級取得者自動車整備士（1級）

3年以上高　　卒航空整備士（2等）

都道府県知事

2年以上高　　卒消防設備士（甲種）

2年以上高　　卒危険物取扱者（甲種）

2　　年中　　卒准看護師

医　　療

厚生労働大臣

3年以上高　　卒看護師

3年以上高　　卒歯科衛生士

2年以上高　　卒歯科技工士

3年以上高　　卒診療放射線技師

3年以上高　　卒臨床検査技師

3年以上高　　卒臨床工学技士

3年以上高　　卒理学療法士

3年以上高　　卒作業療法士

3年以上高　　卒視能訓練士

3年以上高　　卒言語聴覚士

6 ヵ月以上看護師免許を有する者、若しくは
看護師受験資格を有する者保健師・助産師

3年以上高　　卒あん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゅう師

3年以上高　　卒柔道整復師

3年以上高　　卒義肢装具士

2年以上高　　卒救急救命士

1年以上中　　卒製菓衛生師

衛　　生
2　　年高　　卒

理容師

美容師

厚生労働大臣2年以上高　　卒社会保険労務士
商　　業

国税審議会会長2年以上高　　卒税理士

文部科学大臣4年以上高　　卒学芸員文化・教養
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※１一部実務経験が必要な場合があります。
※２・３・４　卒業後２年間は実技試験免除。
※５修業年限４年の場合、高卒も可。
※６修業年限２年以上、総授業時数１,７００時間以上の専門課程修了者で化学に
　　関する学科又は課程を修了した者、又は、化学に関する授業科目を１５単位以上
　　修得した者
※７平成１７年に指定規則が改正され、平成２２年までに全ての養成施設が３年以上
　　の学校になる。
※８視覚障害者は中卒コースあり。修業年限はそれぞれ異なる。

※９厚生労働省令の要件に該当する中卒者は入学可。
※１０修業年限２年以上、総授業時数１,７００時間以上の専門課程修了者。但し、平
　　成２２年度より受験資格が拡大され、新たに定められた要件（厚生労働大臣が認
　　めた学校等を卒業、又は厚生労働大臣が認めた国家試験を合格）を満たした者
　　も受験資格が得られる。
※１１修業年限２年以上、総授業時数１,７００時間以上の専門課程修了者で法律また
　　は経済学に関する科目を１科目以上履修した者。
※１２修業年限４年以上、総授業時数３,４００時間以上の専門課程修了者
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資格認定者免除される試験資格名関連分野
経済産業大臣　筆記試験第2種電気工事士

工　業
法務大臣測量士補資格所持者は一部試験が免除土地家屋調査士

総務大臣
一部試験科目が免除陸上無線技術士
一部試験科目が免除総合無線通信士
一部試験科目が免除工事担当者

※１　経済産業省令で定めた電気工学の課程を修了した者。

※1

資格認定者実　務　年　数修　業　年　限入　学　資　格資　格　名関　連　分　野

国土交通大臣

2年以上2年以上高　　卒2級土木施工管理技士

工　　業
5年以上2年以上高　　卒1級土木施工管理技士
3年以上2年以上高　　卒2級建築施工管理技士

2級取得後5年以上2年以上高　　卒1級建築施工管理技士
修業年限により異なる2年以上高　　卒1級建築士

国土交通大臣2年以上2年以上高　　卒2級造園施工管理技士農　　業

厚生労働大臣
3　　年2　　年

高　　卒管理栄養士衛　　生 2　　年3　　年
1　　年4　　年

厚生労働大臣
修業年限により異なる2年以上高　　卒精神保健福祉士

教育・社会福祉
修業年限により異なる2年以上高　　卒社会福祉士

※１　管理栄養士養成施設（４年）の場合、卒業後受験資格を取得
※２　修業年限４年で、一定の要件を満たした専門課程修了者は、卒業後受検資格を取得
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